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遺産分割・遺留分における生前贈与の取扱（期

間的制限） 

（設問） 

死亡した人（被相続人）が生前に自己の財産

を他に贈与していた場合、その贈与は遺産分割

あるいは遺留分算定においてどのように扱われ

ますか。 

（説明） 

１ 相続財産（遺産）は、被相続人の死亡時点

での財産を意味しますから、被相続人が生前

に自己の財産を他に贈与していた場合、その

財産は、死亡時点においては存在しないた

め、相続財産を構成しません。そうすると、

生前贈与によって少なくなった財産のみで相

続分や遺留分を計算すると、不公平な結果に

なります。そこで、そのような生前贈与につ

いての調整が必要になります。 

２ まず、遺産分割においては、相続人に対し

てなされた①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組

のための贈与、又は、③生計の資本としての

贈与（以下、①②③を一括して「特別受益」

といいます）については、被相続人が相続開

始時に有していた財産の価額にその贈与の価

額を相続財産とみなして具体的な相続分を算

定します（民法９０３条１項）。これを特別

受益の「持戻し」と言います。 

３ これまで特別受益の主張をすることについ

ての期間的な制限はなく、相続開始から３０

年経ってもなお特別受益の主張ができるとさ

れていましたが、このような主張を無制限に

許せば、いつでも特別受益の主張が出来ると

考えて遺産分割請求がなされないまま放置さ

れる恐れがあることから、令和３年の民法改正

により、相続開始時から１０年を経過した後の

遺産分割においては、特別受益や寄与分に関す

る定めは適用されないことになりました（民法

９０４条の３本文）。これにより特別受益の持

戻しを主張するためには、原則として相続開始

から１０年以内にこれを行う必要があります。 

４ ただ、これには次のような例外があります。 

① 相続開始から１０年経過する前に家庭裁判

所に対し遺産分割の請求をしたとき（同条

１号） 

② 相続開始から１０年の期間満了前６ヶ月以

内の間に、遺産分割の請求をすることがで

きないやむを得ない事由があって､その事由

が消滅したときから６ヶ月を経過する前に

当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求

をしたとき（同条２号） 

５ 上記改正法は、令和５年４月１日から施行さ

れ、同日以降の相続には当然に適用されます

が、同日より前の相続については５年間の猶予

期間が設けられ、相続開始から１０年を経過す

る時、あるいは、猶予期間の満了日（令和１０

年３月３１日）を経過する時のいずれか遅い時

までに家庭裁判所に遺産分割の請求をする必要

があります。 

６ 次に、遺留分については、従来、被相続人が

相続開始時に有していた財産の価額にその贈与

を加えた額から債務の全額を控除して算定する

とされ（旧民法１０２９条）、相続人に対する

贈与については、特別受益に関する定めに準

じ、時期を限定することなくこれを遺留分算定

の基礎としておりました。しかし、あまりに古
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い贈与を含ませるのは法的安定を害すること

から、平成３０年の民法改正により、原則と

して、「相続の開始前の１０年間に、婚姻若

しくは養子縁組のため、又は、生計の資本と

してなされた贈与の価額を遺留分算定の基礎

としました（民法１０４４条３項、同条１項

前段）。そして、当事者双方が遺留分権利者

に損害を加えることを知って贈与した場合に

は、１０年より前になされた贈与の価額も算

入することとしました（民法１０４４条３

項、同条１項後段）。 

７ この改正規定は、令和元年７月１日より施

行されておりますので、同日以降に発生した

相続に関する遺留分侵害請求については、上

記定めに従った処理をする必要があります。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


